
 

 

平成 26 年度男女雇用機会均等法等の施行状況         （資料１） 
 

１． 男女雇用機会均等法関係 

(1)雇用均等室への相談 
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○平成 26 年度の相談の内訳をみると、セクシュアルハラスメント（第 11 条関係）が最

も多く、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱（第 9 条関係）、母性健康管理（第

12 条・第 13 条関係）が続いている。 

 

○相談総件数及び労働者からの相談件数は、毎年増加している。また、労働者からの相談は、

それぞれ全体の過半数を占めている。 

平成 26年度労働者からの相談内訳 

131 件 



 

(2)労働局長による紛争解決の援助 

 

労働局長による紛争解決の援助申立受理件数の推移            （件) 

 24 年度 25 年度 26 年度 

第 6 条関係（配置・昇進・降格・教育訓練等） ４ ０ ０ 

第 9 条関係（婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い） ２ ５ ２ 

第 11 条関係（セクシュアル・ハラスメント） ２ ８ ５ 

第 12 条、13 条関係（母性健康管理） ０ ０ １ 

合計 ８ １３ ８ 

 

 

 

 

 

 

 

（3）雇用均等室が行った是正指導（男女雇用機会均等法第 29 条） 

 

是正指導件数の推移                         （件） 

 24 年度 25 年度 26 年度 

第 5 条関係（募集・採用） ４ １ ０ 

第 6 条関係（配置・昇進・降格・教育訓練等） ０ ４ ０ 

第 7 条関係（間接差別） ０ ０ ０ 

第 9 条関係（婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利

益取扱い） 
０ ０ ０ 

第 11 条関係（セクシュアル・ハラスメント） ５２ １５７ １７４ 

第 12 条、13 条関係（母性健康管理） ０ ７６ ８４ 

深夜業に従事する女性労働者に対する措置 ０ １ ０ 

合計 ５８ ２３９ ２５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成 26 年度の労働局長による紛争解決援助の申立受理件数は 8 件で、うち、セクシュア

ルハラスメントに関する事案が 5 件、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの事案が 

2 件となっている。 

 

 

○雇用管理の実態把握を行った事業所は 112 事業所であり、このうち、何らかの男女雇用機

会均等法違反が確認された 104 事業所（92.9％）に対し、258 件の是正指導を行った。 

○指導事項は、セクシュアルハラスメント対策（第 11 条関係）が 174 件と最も多く、次いで、

母性健康管理（第 12 条・第 13 条関係）が 84 件となっている。 

○是正指導を受けた事業所のうち、98.1％が年度内に是正。 



 

２． 育児・介護休業法関係 

(1)雇用均等室への相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ポジティブ・アクションの取組項目 

  

   相談内容の内訳の推移 
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○相談件数は前年度と比べ、減少。事業主からの相談は減少したが、労働者からの相談は増

加し、全体の４分の１を占める。 

○ 平成 26 年度の相談内訳をみると、育児休業（期間雇用者の育児休業も含む）の相談が  

多く、所定労働時間の短縮等の措置、不利益取り扱いの事案が続いている。 

平成 26年度労働者からの相談内訳 

131 件 



(2)労働局長による紛争解決の援助 

労働局長による紛争解決の援助申立受理件数の推移              （件） 

 24 年度 25 年度 26 年度 

育 

児 

関 

係 

育児休業（期間雇用者の育児休業を除く）関係 ０ ０ １ 

期間雇用者の育児休業関係 ０ １ １ 

育児休業及び育児休業以外に係る不利益取
扱い関係 

１ ０ ５ 

所定労働時間の短縮措置等関係 １ ０ ０ 

合計 ２ １ ７ 

 

 

 

 

(3)雇用均等室が行った是正指導（育児・介護休業法第 56 条） 

是正指導件数の推移                           （件） 

 24 年度 25 年度 26 年度 

育 

児 

関 

係 

第 5 条関係（育児休業） ３８ ４６ ４７ 

第 16 条の 2、第 16 条の 3 関係（子の看護休暇） １８ ３３ ３６ 

第 10 条、第 16 条の 4、第 16 条の 9、第 18 条の 2、第 20

条の 2、第 23 条の 2、第 52 条の 4 関係（不利益取扱い） 
０ ０ ０ 

第 16 条の 8 関係（所定外労働の制限） ２８ ５６ ４１ 

第 17 条関係（時間外労働の制限） ３１ ４９ ４１ 

第 19 条関係（深夜業の制限） ７ ２１ ２６ 

第 23 条第 1 項、第 23 条第 2 項関係 (所定労働時間の

短縮措置等） 
２７ ５２ ４６ 

第 24条第 1項（小学校就学の始期に達するまでの子を養育

する労働者に関する措置） 
３５ ９４ ７７ 

小計 １８４ ３５１ ３１４ 

介 

護 

関 

係 
第 11 条関係（介護休業） １６ ３１ ３１ 

第 16 条の 5、第 16 条の 6 関係（介護休暇） ３３ ５５ ４３ 

第 16 条、第 16 条の 7、第 18 条の 2、第 20 条の 2、 

第 23 条の 2、第 52 条の 4 関係（不利益取扱い） 
０ ０ ０ 

第 18 条関係（時間外労働の制限） １２ ２４ ２７ 

第 20 条関係（深夜業の制限） ７ ２０ ２７ 

第 23 条第 3 項関係（所定労働時間の短縮措置等） １２ ２９ ２７ 

第 24 条第 2 項関係（家族の介護を行う労働者に対する措置） ０ ０ ０ 

小計 ８０ １５９ １５５ 

職業家庭両立推進者 ２０ ５１ ４９ 

合計 ２８４ ５６１ ５１８ 

 

 

 

 

○平成 26 年度の労働局長による紛争解決援助の申立受理件数は 7 件で、うち育児休業に係

る不利益取り扱い事案が 5 件と多くなっている。 

 

 

○雇用管理の実態把握を行った事業所は 91 事業所であり、全ての事業所に対し、是正指導

を行った。 

○是正指導を受けた事業所のうち、95.6％が年度内に是正。 

 

 



 

３． パートタイム労働法関係 

(1)雇用均等室への相談 

 

 

相談内容の内訳の推移の表（労働者のみ  H24~26 年度の 3 年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成 26 年度の相談は、「事業主」からの相談が最も多く、次に社会保険労務士等「その他」 

からの相談である。これは、平成 27 年度施行の改正パートタイム労働法に関する措置義務 

に関する相談が多数を占めたためである。 

 

 

 (2)雇用均等室が行った是正指導（パートタイム労働法第 16 条） 

是正指導件数の推移  （条文は改正前）                （件）     

 24 年度 25 年度 26 年度 

第 6 条関係（労働条件の文書交付等） ２９ １５ ３２ 

第 7 条関係（就業規則の作成手続） ３７ ３１ ２６ 

第 8 条関係（差別的取扱いの禁止） ０ ０ ０ 

第 9 条関係（賃金） １８ ９ ２ 

第 10 条関係（教育訓練） ０ ０ ０ 

第 11 条関係（福利厚生施設） ０ ０ ０ 

第 12 条関係（通常の労働者への転換） ４６ ３１ ３７ 

第 13 条関係（待遇に関する説明） ０ ０ ０ 

第 15 条関係（短時間雇用管理者） ４６ ４０ ２２ 

その他 １０ ９ ３ 

合計 １８６ １３５ １２２ 

   

○ 平成 26 年度は、82 件の事業所に報告徴収を実施し、68 社に対し 122 件の行政指導を実施。 

指導事項は、均衡待遇に関する事項はないが、特定事項の明示や正社員への転換措置など 

が大部分を占める。 

○ 是正指導を受けた事業所のうち、94.1％が年度内に是正。 


